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平成２８年度契約監視委員会（第１回）議事要旨 
 
１． 日時 平成２８年６月１７日（金）１０：００～１１：４５ 
 
２． 場所 大学改革支援・学位授与機構 小平本館２０６会議室 
 
３． 出席者 

（委 員）和田委員長、小笠原委員、柴委員 
（事務局）管理部長、会計課長、会計課課長補佐、会計課契約係長、 

総務企画課課長補佐、評価企画課課長補佐、評価企画課情報システム係長、 
監査室：室長、監査係長、監査係主任 

  （列席者）会計課総務係長、総務企画課情報推進・研究支援係長 
 
４． 議事 
（１）契約監視委員会委員長選出について 

契約監視委員会設置要項第４条に基づき、委員長を互選により選任することとし、和

田委員が推薦され、全委員の賛同により和田委員を委員長に選任した。 
 
議事に先立ち、平成２７年度第１回の議事要旨（案）【資料２】が確認され、了承され

た。 
 

（２）平成２７年度調達等合理化計画の実施状況に係る自己評価（案）の点検及び 
平成２８年度調達等合理化計画の策定（案）の点検について 

監査室長より、調達に関する新たなルールとして「独立行政法人における調達等合理

化の取組の推進について」（平成２７年５月２５日総務大臣決定）が示されたことから、

平成２７年度から、各法人は「調達等合理化計画」を策定し、年度終了後に、計画の実

施状況についての自己評価の実施が必要である旨の説明があり、昨年度に策定・公表さ

れた大学評価・学位授与機構の「平成２７年度調達等合理化計画の実施状況に係る自己

評価（案）」及び統合後の新法人である大学改革支援・学位授与機構における「平成２８

年度調達等合理化計画の策定（案）」の点検について審議を行い、「平成２７年度調達等

合理化計画の実施状況に係る自己評価（案）」については委員長一任で一部修正すること

が、また、「平成２８年度調達等合理化計画の策定（案）」については原案どおり承認さ

れた。 
なお、国立大学財務・経営センターの平成２７年度調達等合理化計画の実施状況に係

る自己評価については平成２８年３月に旧センターで開催した契約監視委員会において

点検済みである。  
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（３）平成２８年度３月分までの契約について 
平成２７年度契約一覧表及び契約資料に基づき、前回点検後の平成２７年２月から平

成２８年３月の間で契約を締結したものを対象として、①個々の契約案件について前回

の調達において一者応札・応募となったもの、②新たに随意契約を締結したもの、③そ

のほか必要な事項について点検を行った。 
 
  ※質疑の概要については、【別紙】参照。 
 
（４）その他 

次回の契約監視委員会は、今回点検した以降の契約について、委員会において点検を

行う契約を抽出し、契約の適正性、妥当性の検証を行うこととし、平成２８年１１月～

平成２９年３月頃に実施することが確認された。 
 
 

以 上



【別紙】 
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質疑概要 

（３）平成２８年度３月分までの契約について【資料５、資料６－１～６－９】 

①前回の調達において一者応札・応募となった契約の点検［３件］ 

 No.1 高等教育機関に関する情報の提供と活用のための情報システム運用・保守業務 一式

 （資料６－１） 

No.2 情報システム管理運用業務 一式（資料６－２） 

No.13 基幹システムハードウェア保守業務 一式（資料６－３） 

確認事項・意見 回答 

・仕様書を配付した業者側から入札参加を断念

した理由について何か聞いているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入札を辞退した理由について任意でアンケ

ートを実施しているが、仕様書の内容を精

査した結果、辞退したことが理由として挙

げられている。情報システムについては、

一から構築したものであり、普遍性のある

システムではない。扱う業者が限られ新規

業者は参入しにくいという特性がある。一

般的に、他社が作ったシステムを保守する

のはリスクが大きく、余計コストがかか

る。 

・当該３件に共通する事項として、平成２７年

度調達等合理化計画の重点項目に掲げられて

いる複数年度契約との関係性について説明願

いたい。 

 

・システムについては、初期の保守費用は見

積もりにくいため、単年度契約とした。、

安定稼働したら保守について複数年度契

約等安価に契約できないか検討したい。 

 

・仕様書を配付した業者については判明してい

るため、可能な限り辞退理由を回収し、今後

のために役立てていただきたい。 

 

②平成２７年度に締結した新たな随意契約となった契約の点検［３件］ 

 No.17 人事給与統合システムマイナンバー導入作業 一式（資料６－４） 

No.31 人事給与統合システム 統合作業 一式（資料６－５） 

No.32 財務会計システム「見える会計 Ver4」（神田通信機社製）統合作業 一式 

 （資料６－６） 

確認事項・意見 回答 

・No.17 について、契約した業者以外にももう一

者競争できそうな業者があるように見受けら

れるが、なぜ随意契約なのか。 

 

・平成 26 年度まで契約していた業者につい

ては、その年度末にこの業務から撤退して

しまったため、今回は現在唯一取り扱って

いる業者と随意契約を行った。 



【別紙】 
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③その他に平成２７年度に締結した契約のうち一者応札となった契約の点検［３件］ 

 No.14 高等教育機関に関する情報の提供と活用のための情報システムにおける国立大学法人

 等の教育研究データ一括登録プログラム開発等業務 一式（資料６－７） 

No.15 高等教育機関に関する情報の提供と活用のための情報システムにおける国立大学法人

 等の教育研究データメンテナンス業務 一式（資料６－８） 

No.22 大学ポートレートシステム機能改修 一式（資料６－９） 

確認事項・意見 回答 

・当該３件について、公告期間を確認したい。 

 

・一般の契約については１５日間、政府調達

は５０日間としている。 

・システム改修を行う業者の参加に子会社があ

り、再委託するようなことはあるのか。 

 

・再委託はやめるように伝えている。 

 

 

④その他 

確認事項・意見 回答 

・その他に一者応札となった（No.21 等）案件に

ついて、内容及び保守の複数年度契約の状況

について確認したい。 

 

 

 

 

・法人統合に伴い基幹業務サーバーを集約す

るため、システムの設計部分を構築する業務

である。導入時に保守を含まないと動作確認

ができないため、今回は保守が含まれてい

る。法人統合に伴う構築のため、複数年度契

約は行っていない。 

 

 

 


